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検討項目 

「首都圏７大学の経営改善の取組状況及び 

施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について」 

５．国立大学法人 東京大学 

委員等のコメント 

●施設管理の契約の包括化や複数年度に取り組む姿勢を高く評価。 

●医学部附属病院の改革がこの５、６年でかなりの成果をあげて収益が明らか

に改善しているが、具体的には何が功を奏したのか。 

●診療報酬の未収金の徴収についてはどのような工夫を行なっているのか。外

部委託による効率的な回収が行なえているのか。 

●寄付金にかなり努力され、金額も大きいがまだ増える見込みなのか。また、

どのような使用方法を想定しているのか。 

●エレベーターの設備保守業務については、メーカーは安全性を売り込んでく

るが、合理的な理由がある随意契約、また、一部を少額随意契約としている

ことの理由は何か。包括契約化するなどの価格交渉は十分に行なえているの

か。 

●医学部附属病院の清掃業務の契約が２本に分かれている理由は何か。数年前

に貴学の調達改革を行なった際には早期の結果が重視されたため、病院は対

象外とされた経緯がある。病院清掃を研究棟と入院棟に分けて契約している

現状はそれ以前の状況を継続しているだけのものではないのか。 

●どの大学も大学独自の特殊性を主張する傾向にあるが、どこまで特殊なのか、

また、特殊性について対外説明が可能なのか、を整理すること、どの部分が

特殊なのか、一般化できない限度はどこなのかを見極めることが重要。特に

運営交付金の制約がある中で、交付金予算の配分方法も簡単には変更されな

い。新規事業等を始めるためには、既存の経費の削減や予算の配分方法等に

ついて根本的な見直しを検討せざるを得ないのではないのか。 

●図書館業務の契約がすべて単年度の随意契約となっているのは見直しが必要。

大学図書館の研究との関連性を強調するだけではなく、まずは各従業員が現

状どのような業務をどの程度実施しているかを把握し、どの業務なら外部委

託が可能かを考えていくことが重要。 

●図書館の利用のされ方、学生や時代の変化に対してどのように対応しようと
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考えているか。 

●複数年契約を進めている中で、駒場キャンパスの清掃や警備が単年度のまま

であるが、包括化や複数年度の契約化など見直しが必要。 

●少額の随意契約が認められる上限が、法人化の際に省庁と比べて引き上げら

れたことに関し、貴学は「1000 万円が上限なのは事実だが、500 万円超のも

のは複数の見積合わせを実施している、金額が引き下げられれば事務が煩雑

となり定員等が削減される中では職員が業務で対応できなくなる」と主張し

ているが、他の中央省庁や独立行政法人と比べて大学の経費等の削減が特に

大きい状況にはなく、また、事業規模や定員が大きな貴学は他の大学からも

最も余裕があるとみなされている中では、貴学の主張は、納税者に対して説

得力のあるものとはいえない。 

●電力費用をかなり削減されているとのことだが、費用を削減できた具体策は

何か。 

●損益計算書における人件費が高額となっているが、その理由は何か。教員や

職員の給与水準は他大学と比べて高くはないのか。 

●大学生協は、「大学から業務を委託されている」ことを理由に固定資産税が免

除されてきたが、現在は様々な業務が民間委託される中で、大学生協は特別

な存在とは看做すべきではなく、競争する業者のひとつと取り扱うのが適当。

生協との関係が業務委託とするならば、競争入札にかけることもなく従来ど

おりというのは、どのような考え方によるものか。生協の行う食堂事務等も

民間業者との競争の中で委託しなければサービスも向上しない。 

●教育研究の充実が重要な一方、運営費交付金が削減される厳しい環境の中で

ご努力されているが、更に経営の効率化に取組んでいただきたい。 


